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国民年金保険料の改定

　国民年金の保険料は毎年改定され、令和５年度は月額１６，５２０円（前年度比７０円値下げ）となります。

　４月上旬に日本年金機構から納付書が発送されますので、納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コン

ビニエンスストアにて納めていただくか、スマートフォンアプリでの電子決済をご利用ください。

　なお、国民年金保険料を前納する場合は、５月１日（月）が納付期限です。

　また、新たに口座振替・クレジットカード納付を希望される場合は、申込みが必要です。

問住民課　撒（５７）４１４０

　栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

国民年金保険料の免除・納付猶予

　収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、未納のままにせず免除・納

付猶予の申請を行ってください。

　手続きについては、マイナポータルから電子申請、または住民課・年金事務所へお問合せください。

問住民課　撒（５７）４１４０

　栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

国民年金保険料の学生納付特例

　学生の方（※）で本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度がありま

す。令和５年度の申請は４月１日（土）から受付を開始します。

（※）対象者は「学生納付特例対象校」に在学する方です。対象校は日本年金機構のホームページで確認できます。

　なお、令和４年度に学生納付特例となり、引き続き在学予定の方へは、４月上旬に学生納付特例申請書（ハガ

キ形式）が送付されます。このハガキを返送された方は、改めての申請は不要です。

【必要書類】

・基礎年金番号通知書または年金手帳

・学生証の写し（表裏）または在学証明書

※代理の方が申請する場合は本人確認書類が必要です。

　申請は、マイナポータルから電子申請、または住民課でお手続きください。

問住民課　撒（５７）４１４０

　栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

国民年金に関するお知らせ

国民年金手続きの電子申請

　下記①～③の手続きについては、マイナンバーカードをお持ちでしたら、マイナポータルから電子申請をすること

ができます。

①国民年金第１号被保険者加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）

②国民年金保険料の免除・納付猶予の申請

③国民年金保険料の学生納付特例の申請

　手続きの詳細については、マイナポータルまたは日本年金機構のホームページからご確認ください。

問栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１
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日本年金機構 電子申請

日本年金機構 電子申請

日本年金機構 電子申請
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国民年金保険料の産前産後期間の免除

　国民年金第１号で妊産婦の方は、届出をすると国民年金保険料が一定期間免除になります。

【免除期間】

　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間

※なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間

【対象者】

　国民年金第１号被保険者

【申請期間】

　出産予定日の６か月前から届出可能

【必要書類】

　〈出産前〉

　　母子健康手帳等の出産予定日がわかるもの（写し）

　〈出産後〉

　　原則不要。ただし、母子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

問住民課　撒（５７）４１４０

　栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止や延期になる場合がありますので、各問合せ先へご確認ください。

国民年金手続時の番号確認書類

　国民年金の各種手続きの際には、手続きに必要な書類に加え、基礎年金番号またはマイナンバー（個人番号）が

わかる書類をお持ちください。

本人が来庁する場合　下記①、②よりそれぞれ１点

①本人確認書類

　　マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード　等

②番号確認書類

　　年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

代理人が来庁する場合　下記①、②、③よりそれぞれ１点

①代理権の確認

　　法定代理人の場合：戸籍謄本等

　　任意代理人の場合：委任状

②代理人の本人確認書類

　　代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード　等

③番号確認書類

　　手続きが必要な方の年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載さ

　れた住民票の写し

問住民課　撒（５７）４１４０

離婚時の年金分割制度

　離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して年金額をお

二人で分割できます。

　離婚後２年以内に手続きが必要ですので、お早めに最寄りの年金事務所へご相談ください。

問栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

町からのお知らせ
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